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堺市生活困窮者家計改善支援事業運営業務公募型見積合わせ説明書 

 

１ 業務名称 

  堺市生活困窮者家計改善支援事業運営業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 業務内容 

  別紙「堺市生活困窮者家計改善支援事業運営業務仕様書（以下「仕様書」という。）」を参照 

 

３ 履行期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 契約担当課 

   〒５９０－００７８ 堺市堺区南瓦町３番１号 堺市役所 本館７階 

     堺市健康福祉局生活福祉部 地域共生推進課 担当 植村・西河 

電話番号  ０７２－２２８－０３７５ 

     ＦＡＸ   ０７２－２２８－７８５３ 

     e-mail   chikyosui@city.sakai.lg.jp 

 

５ 見積合わせ参加資格要件 

 以下の要件を全て満たしていなければならない。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当していないこと

（同条第 2項各号のいずれかに該当すると認められてから 3年を経過している場合を除く。）

及び堺市契約規則（昭和 50 年規則第 27 号。以下「契約規則」という。）第 3 条の規定に該

当しないこと。 

（２） 本業務見積合わせ参加資格確認申請書提出期限から見積書提出期限までの間に、堺市入札

参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱（平成 11 年制定）による入札参加停止又は入

札参加回避（改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止

又は指名回避を含む。）を受けていないこと。なお、入札参加有資格でない者にあっては当

該措置要件に該当する行為を行っていないこと。 

（３） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条に規定する更生手続開始の申立て（同法附

則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件に係る同法による改

正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。）第 30 条に規定する更

生手続開始の申立てを含む。）がなされている者（同法第 199 条に規定する更生計画認可の

決定（旧法第 233条に規定する更生計画認可の決定を含む。）を受けている者を除く。）又は

民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条に規定する再生手続開始の申立てがなされて

いる者（同法第 174 条に規定する再生計画認可の決定を受けている者を除く。）等経営状態

が著しく不健全な者でないこと。 

（４） 本見積合わせ参加資格確認申請書提出期限から見積書提出期限までの間に、堺市契約関係
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暴力団排除措置要綱（平成 24 年制定。以下「排除要綱」という。）による入札参加除外（改

正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参

加除外を含む。）を受けている者ではないこと。また、排除要綱第 5 条第 2 号に規定する、

大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等（改正前の堺市暴

力団等排除措置要綱に規定する通報等を含む。）を受けた当該通報に係る者でないこと。 

（５） 本業務の見積合わせ参加資格確認申請を行っている者（契約に関する権限等を委任された

受任者を含む。）（以下「参加資格確認申請書」という。）が、他の参加資格確認申請者を兼ね

ていないこと（同一代表者が複数の企業で同一業務に参加することができない。） 

（６） 組合とその組合員については、次のいずれにも該当しないこと。 

ア 組合とその組合員が同時に参加資格確認申請者である場合 

イ 参加資格確認申請者である他の組合の組合員である場合 

（７） この見積合わせ説明書及び仕様書で指定する書類の全てを提出できる者。 

（８） 仕様書に基づき、信義に従い誠実に業務を履行できること。 

 

６ 日程 

（１） 公募開始日 令和 8 年 2 月 12 日（木） 

（２） 質疑締切日時 令和 8 年 2 月 20 日（金）午後 5 時 

（３） 質疑回答期限 令和 8 年 2 月 26 日（木） 

（４） 
公募型見積合わせ参加資格確認申

請書等提出期限 
令和 8 年 3 月 5 日（木）午後 5 時 

（５） 
公募型見積合わせ参加資格確認結

果通知日 
令和 8 年 3 月 11 日（水） 

（６） 見積書提出期限 令和 8 年 3 月 17 日（火）午後 5 時 

（７） 公募型見積合わせ結果通知日 令和 8 年 3 月 18 日（水） 

（８） 契約締結日 令和 8 年 4 月 1 日（水） 

※１ 本業務についての説明会を実施する予定はない。 

※２ 質疑、参加資格確認申請書、見積書等は公募開始日から提出可能とする。 

※３ 本見積合わせに関する質疑は別紙質問書を用いて、４契約担当課に記載の FAX 又は e-

mail で提出すること。（電話・郵送での質問の受付はしない。）６（３）質疑回答期限まで

に契約担当課から FAX 又は e-mail にて回答する。 

※４ 見積合わせ結果通知は、最低価格の見積書を提出した事業者に本市から電話連絡を行う。 

 

７ 応募書類の配布 

 前記６（１）の公募開始日から６（４）の見積合わせ参加資格確認申請書等提出期限まで、堺

市ホームページに掲載する。郵送による配布は行わない。 

堺市ホームページ：

https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/seikatsuhogo/index.html 
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８ 提出方法 

見積書等の提出方法は、前記４の契約担当課まで直接持参又は郵送にて行うこと。 

【持参の場合】 

前記６の各提出期限まで（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く。）の午前９時００

分から午後５時００分（正午から午後０時４５分までを除く。）までに持参すること。 

【郵送の場合】 

前記６の各提出期限内に必着とする。なお、郵送で提出した旨を前記４契約担当課まで電話連

絡し、到達確認をすること。 

 

９ 提出書類 

（１）公募型見積合わせ参加資格確認申請書等の提出 

見積合わせに参加する者は、下記のとおり「公募型見積合わせ参加資格確認申請書」等を

提出すること。 

① 提出書類 

（ア） 公募型見積合わせ参加資格確認申請書 

・必要事項を記入した上で提出すること。 

（イ） 同意書 

・事業者（本社に限る）の所在地（住所）、名称又は商号、代表者職氏名を記載

すること。申請者が自署しない又は法人である場合は、代表者印（実印）を押印

すること。 

・提出部数は１部とする。 

（ウ） ・国税の納税証明書（法人はその３の３、個人はその３の２とし、令和７年４月

１日以降に発行されたものを必ず添付すること。） 

・提出部数は１部とする。 

※提出書類（イ）（ウ）については、堺市登録業者の場合、提出は不要である。 

※堺市登録業者の場合、（ア）は登録内容と同様の商号等を記載すること。 

（エ） 組合員名簿の写し（組合が参加する場合に限る。） 

② 提出期限 

前記６（４）の公募型見積合わせ参加資格確認申請書等提出期限まで 

③ 提出先 

前記４の契約担当課まで 

④ 提出方法 

前記８の提出方法のとおり 

 

※ 前記５の見積合わせ参加資格要件を満たしていない場合は、見積合わせに参加する

ことができない。公募型見積合わせ参加資格確認申請書を提出した事業者に対して、

参加の可否について、前記６（５）の公募型見積合わせ参加資格確認結果通知日に通
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知する。 

※ 組合とその組合員が前記５（６）ア、イのいずれかの場合（以下「組合員の重複」と

いう。）には、該当する全ての者について本業務見積合わせの参加資格を認めないもの

とする。 

   ただし、公募型見積合わせ参加資格確認申請書等提出期限までの間に本業務への参

加申請を取下げ、組合員の重複が解消された場合は、この限りではない。 

 

（２）見積書の提出 

① 作成方法 

・「見積書」をダウンロードし、作成すること。 

・見積書の記載内容を確認し、必要に応じて補正を求めることがある。 

・見積書の内訳欄については諸経費等の積算の内訳が判別できるように、できるだ

け詳細に記載すること。 

② 提出期限 

 前期６（６）の見積書提出期限まで 

③ 提出先 

 前期４の契約担当課まで 

④ 提出方法 

 前期８の提出方法のとおり 

 

１０ 無効となる見積書 

次の各号に該当する見積りは無効とし、以後継続する当該見積合わせに参加することはでき

ない。  

（１）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。  

（２）見積額の記載を訂正したとき。  

（３）見積者の記名のないとき又は記名（法人の場合はその名称及び代表者の記名）の判然とし

ないとき。  

（４）再度の見積りにおいて、前回の最低金額と同額又はこれを超える金額をもって見積りを行

ったとき。  

（５）１人で同時に２通以上の見積書をもって見積りを行ったとき。  

（６）明らかに連合によると認められるとき。  

（７）見積合わせ参加資格のないものが見積りを行ったとき。  

（８）前各号に掲げる場合のほか、市の指示に違反し、若しくは見積りに関する必要な条件を具

備していないとき。  

 

１１ その他  

（１）契約者  

予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な見積書を提出した者を契約者とする。  
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（２）契約金額  

見積書の見積額（税抜）に１００分の１０に相当する額を加算した金額（その金額に１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を契約金額とする。  

（３）契約書の作成  

契約者とは別紙委託契約書を令和８年４月１日に締結する。  

（４）予算の成立  

当該公募型見積合わせは、令和８年度当初予算案の成立を前提とした準備行為として行う

ものであり、予算が成立しない場合、結果は無効とする。 


